
 

 

第 25 号議案 大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例  

 

１  改正理由 

  野辺山学園を廃止するため条例を一部改正する。 

 

２ 改正内容（案） 

 新旧対照表のとおり 

 

３ 施行予定年月日 

  令和３年４月１日 

 

＜＜＜新旧対照表＞＞＞  

○大田区立学校校外施設設置条例 

 

新 旧 

大田区立学校校外施設設置条例 大田区立学校校外施設設置条例 

昭和48年６月15日 

条例第31号 

昭和48年６月15日 

条例第31号 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 指定管理者による管理（第３条―第６

条） 

第２章 指定管理者による管理（第３条―第６

条） 

第３章 校外施設の利用（第７条―第17条） 第３章 校外施設の利用（第７条―第17条） 

第４章 伊豆高原学園の活用（第18条―第21条） 第４章 伊豆高原学園の活用（第18条―第21条） 

第５章 補則（第22条        ） 第５章 補則（第22条・第23条） 

付則 付則 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 校外施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

第２条 校外施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

大田区立伊豆高原学園 静岡県伊東市八幡

野1154番地の３ 

大田区立伊豆高原学園 静岡県伊東市八幡

野1154番地の３ 

 大田区立野辺山学園 長野県南佐久郡南牧

村大字野辺山字二ツ山674番地 

（利用の手続） （利用の手続） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

こども文教委員会 
令和３年２月 26 日・３月１日  

教育委員会事務局 資料２番 

所管 学務課 
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（削除） ２ 第７条第２項の規定に基づき大田区立野辺山

学園（以下「野辺山学園」という。）を利用しよ

うとする者は、委員会に申請し、その承認を受け

なければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管

理者又は委員会は、校外施設の利用を承認しな

い。 

３ 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管

理者又は委員会は、校外施設の利用を承認しな

い。 

(１)及び(２) （略） (１)及び(２) （略） 

(３) 第11条第１項及び第２項の利用料金     

                   で過去に納付していない

ものがあるとき。 

(３) 第11条第１項及び第２項の利用料金並び

に同条第３項の使用料で過去に納付していな

いものがあるとき。 

(４) （略） (４) （略） 

３ （略） ４ （略） 

（利用の変更等） （利用の変更等） 

第９条 前条第１項          の承認を受けた者

（以下「利用者」という。）が、その承認された

内容（この条の規定により変更の承認を受けた場

合は、その内容）の変更又は取消しをしようとす

るときは、委員会規則で定めるところにより、指

定管理者又は委員会に変更又は取消しの申出を

し、その承認を受けなければならない。 

第９条 前条第１項又は第２項の承認を受けた者

（以下「利用者」という。）が、その承認された

内容（この条の規定により変更の承認を受けた場

合は、その内容）の変更又は取消しをしようとす

るときは、委員会規則で定めるところにより、指

定管理者又は委員会に変更又は取消しの申出を

し、その承認を受けなければならない。 

（利用料金          ） （利用料金又は使用料） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（削除） ３ 委員会は、第７条第２項の規定に基づく野辺山

学園の利用について、別表第３に定める額の使用

料を徴収する。 

３ 規則で定める日までに第９条の申出をせずに

利用内容を変更した利用者は、第８条第１項   

       及び第９条の規定により最後に承認を受

けた内容の利用料金          （以下「承認を

受けた内容の利用料金  」という。）と変更後の

内容の利用料金          のいずれか多い金額

を納付しなければならない。ただし、委員会が相

当な理由があると認めたときは、この限りでな

い。 

４ 規則で定める日までに第９条の申出をせずに

利用内容を変更した利用者は、第８条第１項又は

第２項及び第９条の規定により最後に承認を受

けた内容の利用料金又は使用料（以下「承認を受

けた内容の利用料金等」という。）と変更後の内

容の利用料金又は使用料のいずれか多い金額を

納付しなければならない。ただし、委員会が相当

な理由があると認めたときは、この限りでない。 

４ 規則で定める日までに第９条の申出をせずに ５ 規則で定める日までに第９条の申出をせずに
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利用を取り消した利用者は、承認を受けた内容の

利用料金  を納付しなければならない。ただし、

委員会が相当な理由があると認めたときは、この

限りでない。 

利用を取り消した利用者は、承認を受けた内容の

利用料金等を納付しなければならない。ただし、

委員会が相当な理由があると認めたときは、この

限りでない。 

５ （略） ６ （略） 

６ 第１項及び第２項の利用料金               

   並びに前項の実費は、区が利用するときは徴

収しない。 

７ 第１項及び第２項の利用料金又は第３項の使

用料並びに前項の実費は、区が利用するときは徴

収しない。 

７ 第１項及び第２項の利用料金並びに第５項の

実費（指定管理者が徴収するものに限る。）は、

指定管理者の収入とする。 

８ 第１項及び第２項の利用料金並びに第６項の

実費（指定管理者が徴収するものに限る。）は、

指定管理者の収入とする。 

（利用料金          の減免） （利用料金又は使用料の減免） 

第12条 指定管理者又は委員会は、委員会規則で定

めるところにより、前条第１項及び第２項の利用

料金                      を減額し、又は免

除することができる。 

第12条 指定管理者又は委員会は、委員会規則で定

めるところにより、前条第１項及び第２項の利用

料金又は同条第３項の使用料を減額し、又は免除

することができる。 

（利用料金          の不返還） （利用料金又は使用料の不返還） 

第13条 既に納めた第11条第１項及び第２項の利

用料金                      は、返還しな

い。ただし、委員会規則で定めるところにより、

その一部又は全部を返還することができる。 

第13条 既に納めた第11条第１項及び第２項の利

用料金又は同条第３項の使用料は、返還しない。

ただし、委員会規則で定めるところにより、その

一部又は全部を返還することができる。 

（準用） （準用） 

第17条 第８条から第13条まで（第11条第７項を除

く。）の規定は、指定管理者の指定を取り消し、

又は伊豆高原学園の管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命じた場合で、新たに指定管理者を

指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの

間、委員会が臨時に伊豆高原学園の管理の業務を

行う場合に準用する。この場合において、第８条

第１項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と、

同条第２項第３号中「利用料金」とあるのは「使

用料」と、第11条第１項及び第２項中「指定管理

者」とあるのは「委員会」と、「あらかじめ委員

会の承認を得て定めた利用料金」とあるのは「委

員会の定めた額の使用料」と、同条第３項中「承

認を受けた内容の利用料金」とあるのは「承認を

受けた内容の使用料」と、「変更後の内容の利用

料金」とあるのは「変更後の内容の使用料」と、

第17条 第８条から第13条まで（第11条第８項を除

く。）の規定は、指定管理者の指定を取り消し、

又は伊豆高原学園の管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命じた場合で、新たに指定管理者を

指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの

間、委員会が臨時に伊豆高原学園の管理の業務を

行う場合に準用する。この場合において、第８条

第１項中「指定管理者」とあるのは「委員会」と

                                           

           、第11条第１項及び第２項中「指定

管理者」とあるのは「委員会」と、「あらかじめ

委員会の承認を得て定めた利用料金」とあるのは

「委員会の定めた額の使用料」と、同条第７項 
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同条第４項中「承認を受けた内容の利用料金」と

あるのは「承認を受けた内容の使用料」と、同条

第６項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、

第12条及び第13条中「利用料金」とあるのは「使

用料」と、別表第１備考中「利用料金」とあるの

は「使用料」と、別表第２備考中「指定管理者」

とあるのは「委員会」と読み替える。 

                     

                     

     中「利用料金」とあるのは「使用料」

と、第12条及び第13条中「利用料金」とあるのは

「使用料」と                              

                   、別表第２備考中「指定管理

者」とあるのは「委員会」と読み替える。 

（準用） （準用） 

第21条 第７条の２から第17条まで（第11条第１項

                                を除く。）の

規定は、第18条及び第19条の規定に基づく利用に

ついて準用する。 

第21条 第７条の２から第17条まで（第７条の２第

２項並びに第11条第１項及び第３項を除く。）の

規定は、第18条及び第19条の規定に基づく利用に

ついて準用する。 

２ （略） ２ （略） 

（削除） （職員） 

第22条 野辺山学園に必要な職員を置く。 

（委任） （委任） 

第22条 （略） 第23条 （略） 

 別表第３（第11条関係） 

（削除） １人１泊 高校生（これに相

当する年齢の者

を含む。）以上 

860円 

小・中学生 350円 
 

 

 

   付 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

備考 使用料は、食事代を含まないものとする。 

 


